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重要なお知らせ

	2024/02/05重要確定申告用「年間医療費のお知らせ」の送付について
	2023/10/27重要令和5年度　被扶養者資格確認調査について
	2022/02/18重要保険料率（内訳のみ）改定のお知らせ（任意継続被保険者用）
	2022/02/17重要「契約保養所利用補助金」廃止のご案内
	2022/02/16重要「ケンポマイポータル」メンテナン終了により復旧のお知らせ
	2022/02/04重要「ケンポマイポータル」メンテナンスのため一部機能の停止について
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	2021/07/15重要令和3年度　健康保険　被扶養者資格調査を実施します。
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健保からのお知らせ
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	2024/04/03健康スコアリングレポート　2023年度版（2022年度実績）を掲載します。
	2024/03/11令和５年度　がん対策推進優良企業として表彰されました。
	2023/12/27健康増進アプリＱＯＬｉｓｍは「フジクラ健保の保険証を持っている・日本国内居住・１８歳以上」のご家族もご利用いただけます。
	2023/10/23【本社地区】婦人科検診の実施について［１０月３０日（月）朝９：００～予約開始］
	2023/10/06家庭用常備薬品等販売の商品リストを更新しました 
	2023/09/29健康増進アプリ「ＱＯＬｉｓｍ（キュオリズム）」のログインパスワード有効期限について
	2023/08/23フジクラ健保の歯科健診は、加入者全員が対象で無料です。今年度もぜひご利用ください。
	2023/04/052022年度版(2021年度実績) 健康スコアリングレポートを掲載します。
	2023/04/04がん検診のご案内
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健康保険組合からの給付や必要な手続きについて、
各事例ごとにご案内します。
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保養所 藤山荘

藤山荘をご利用ください。
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利用申込書





自分専用のホームページケンポマイポータル

健康に関する情報がいっぱい

医療費通知の確認、医療費控除に使用するデータ作成、家庭常備薬の購入、保養所「藤山荘」予約状況の確認など

（旧称 KW21-Connect）
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